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農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（

）

（

）

農
村
地
域
か
ら
除
か
れ
る
地
域
の
要
件

農
村
地
域
か
ら
除
か
れ
る
地
域
の
要
件

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

人
口
が
十
万
以
上
で
あ
る
市
の
区
域
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

四

人
口
が
十
万
以
上
で
あ
る
市
の
区
域
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
市
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

る
市
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。

イ

人
口
が
二
十
万
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ア

人
口
が
二
十
万
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

公
表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
そ
の
市
の
区
域
に
係
る
人
口

イ

公
表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
そ
の
市
の
区
域
に
係
る
人
口

を
当
該
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
年
前
に
お
い
て
直
近
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
の

を
当
該
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
年
前
に
お
い
て
直
近
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
の

結
果
に
よ
る
そ
の
市
の
区
域
に
係
る
人
口
で
除
し
て
得
た
数
値
が
、
公
表
さ
れ

結
果
に
よ
る
そ
の
市
の
区
域
に
係
る
人
口
で
除
し
て
得
た
数
値
が
、
公
表
さ
れ

た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
全
国
の
人
口
を
当
該
国
勢
調
査
が
行
わ
れ

た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
全
国
の
人
口
を
当
該
国
勢
調
査
が
行
わ
れ

た
年
前
に
お
い
て
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
全
国
の

た
年
前
に
お
い
て
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
全
国
の

人
口
で
除
し
て
得
た
数
値
を
超
え
る
こ
と
。

人
口
で
除
し
て
得
た
数
値
を
超
え
る
こ
と
。

ハ

公
表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
そ
の
市
の
産
業
分
類
別
就
業

ウ

公
表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
そ
の
市
の
産
業
分
類
別
就
業

者
数
（
以
下
「
そ
の
市
の
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
鉱
業
、
建
設
業
及

者
数
（
以
下
「
そ
の
市
の
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
鉱
業
、
建
設
業
及

び
製
造
業
（
以
下
「
製
造
業
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
の
合
計
数
を
そ
の

び
製
造
業
（
以
下
「
製
造
業
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
の
合
計
数
を
そ
の

市
の
就
業
者
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
数
値
が
、
当
該
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

市
の
就
業
者
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
数
値
が
、
当
該
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
全
国
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
（
以
下
「
全
国
の
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）

る
全
国
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
（
以
下
「
全
国
の
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
製
造
業
等
に
係
る
も
の
の
合
計
数
を
全
国
の
就
業
者
数
の
総
数
で
除
し

の
う
ち
製
造
業
等
に
係
る
も
の
の
合
計
数
を
全
国
の
就
業
者
数
の
総
数
で
除
し

て
得
た
数
値
を
超
え
る
こ
と
。

て
得
た
数
値
を
超
え
る
こ
と
。

２

人
口
が
十
万
以
上
で
あ
る
合
併
市
（
平
成
十
三
年
一
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
市

（
新
設
）

町
村
の
合
併
（
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
も
つ
て
市
を
置
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き
、
又
は
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
市
に
編
入
す
る
こ
と
で
市

町
村
の
数
の
減
少
を
伴
う
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
又
は
他
の
市
町
村

の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
編
入
し
た
市
を
い
う
。
）
の
区
域
が
、
前
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同
項
第

四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
合
併
市
の
区
域

の
う
ち
旧
市
町
村
の
区
域
（
平
成
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
に
お
け
る
市
町
村
の
区

域
を
い
う
。
）
で
あ
つ
た
区
域
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
、
同
号
中
「
市

の
区
域
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
市
の
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
旧

市
町
村
の
区
域
（
次
項
に
規
定
す
る
旧
市
町
村
の
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

あ
つ
た
区
域
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
区
域
」
と
、
同
号
イ
中
「

人
口
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
に
係
る
人
口
」
と
、
同
号
ロ
中
「
そ

の
市
の
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
」
と
、
同
号
ハ
中
「
そ
の
市

の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
（
以
下
「
そ
の
市
の
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
内
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
」
と
、
「
そ
の
市
の
就

業
者
数
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
旧
市
町
村
の
区
域
内
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の

」
と
す
る
。


